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   Ｇ０１Ｎ  33/50     (2006.01)
   Ａ６１Ｑ  19/08     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/97     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  33/53     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  33/52     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ  33/50    　　　Ｑ
   Ａ６１Ｑ  19/08    　　　　
   Ａ６１Ｋ   8/97    　　　　
   Ｇ０１Ｎ  33/53    　　　Ｖ
   Ｇ０１Ｎ  33/52    　　　Ｚ
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【手続補正書】
【提出日】平成24年4月6日(2012.4.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
＜本発明の化粧料の必須成分であるAGEs分解剤＞
　本発明におけるAGE分解剤は、後記のAGEs分解作用評価において、AGEs分解作用を有す
る植物抽出物を意味し、かかる成分を唯１種のみを含有することも出来るし、２種以上を
組み合わせて含有させることも出来る。ここで、本発明の抽出物とは、抽出物自体、抽出
物の分画、精製した分画、抽出物乃至は分画、精製物の溶媒除去物の総称を意味する。本
発明のAGEs阻害作用を有する植物抽出物としては、モクセイ科に属する植物、ユキノシタ
科に属する植物、バラ科に属する植物、マメ科に属する植物、キク科に属する植物より得
られる抽出物が好適に例示出来、より好ましくは、モクセイ科オリーブ属オリーブ、ユキ
ノシタ科ユキノシタ属ユキノシタ、バラ科シモツケソウ属シモツケソウ（別名：セイヨウ
ナツユキソウ）、マメ科アスパラトゥス属ルイボス、バラ科ポテンチラ属トルメンチラよ
り得られる植物抽出物が好適に例示出来る。
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